
1 

 

かがわ結婚応援パスポート事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新婚夫婦の経済的負担の軽減に加えて、企業や店舗と協働して実施することを通

じて、社会全体で結婚を応援する機運を醸成することを目的として、かがわ結婚応援パスポート事業

（以下「本事業」という。）を実施するために必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 利用対象者 

令和６年４月１日以降に結婚し、結婚してから３年以内の者とする。ただし、少なくともどちら

か一方が県内に住所を有するか、県内に通学又は通勤しなければならない。なお、結婚は法律婚に

限らず、事実婚及びパートナーシップ宣言を含むものとする。 

(２) 協賛店 

新婚夫婦の経済的負担を軽減する取組を設け、事前の申請により県が認め、登録した事業者等。

ただし、遊興飲食させる店舗や風俗店、射幸心を煽る娯楽業に係る施設、宗教活動や政治活動を主

たる目的とする施設、暴力団又は暴力団員の統制下にある法人等が運営する施設は除く。 

(３) サービス・特典 

協賛店は、それぞれの協力できる範囲で、サービス・特典を提供するものとし、その内容は、各

協賛店により設定するものとする。ただし、法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの、公

序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの、宗教性のあるもの、政治性のあるものなど本事業

の趣旨にそぐわないと認められるものについては設定することができない。 

(４) かがわ結婚応援パスポートcomete 

新婚夫婦に対する特別のサービスの対象者であることを示すものとして発行するパスポートの名

称（以下「パスポート」という。）であり、対象となる者が本事業公式ホームページに情報を入力

することにより発行するもので、婚姻日から３年間を有効期限として発行される。 

(５) ロゴマーク 

県が本事業を県民に広く周知するために作成するもので、協賛店は、別に定める手続により、そ

のデザインを使用することができる。 

(６) 協賛店ステッカー 

協賛店が本事業に参加している旨を掲示するためのもので、県がロゴマークを使い作成するもの

とする。 

 

（事業内容） 

第３条 本事業は、利用対象者がパスポートを協賛店に提示することにより、各協賛店のサービス・特

典を受けることができる仕組みを作るとともに、サービス内容等について、県がインターネット等を

通じて広く情報発信し、活用促進を図ることにより、新婚夫婦を社会全体で祝福し、結婚に向けた機

運を醸成するものである。 

 

（発行手続等） 

第４条 パスポートの発行を希望する者は、別に定める「かがわ結婚応援パスポートcomete利用規約
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」（以下「利用規約」という。）に同意の上、本事業公式ホームページに必要な情報を入力するこ

とにより、パスポートを発行するものとする。 

２ 利用対象者は、前項に定める手続を行った時点で、利用規約に定める県との権利義務関係に同意

したものとみなす。 

３ 前２項に定めるもののほか、パスポートの発行の方法については、利用規約に定める。 

 

（パスポートの利用等） 

第５条 利用対象者は、協賛店においてサービス・特典を利用しようとするときは、本事業公式ホーム

ページに掲載している協賛店の利用条件を確認の上、パスポートを提示し、条件に沿った方法で利用

するものとする。 

２ パスポートは、利用対象者以外に貸与又は譲渡してはならない。 

３ 利用対象者は、入力内容に変更が生じた場合は、再度、前条に規定する発行手続により、パスポ

ートを発行するものとする。 

４ パスポートは、次の場合は利用できない。 

（１）有効期限が切れたもの 

（２）何らかの理由で対象者であることが確認できないもの 

（３）入力内容が虚偽であることが判明した場合 

（４）第２条第１号に規定する利用対象者の要件に該当しなくなった場合 

 

（協賛店申請の手続等） 

第６条 本事業に協賛しようとする事業者等は、「新規申込書（かがわ結婚応援パスポートcomete）

」（第１号様式）又は「香川県電子申請・届出システム」により、申請するものとする。 

２ 県は、前項の規定による申請を受けたときは、審査の結果、第２条第２号但書に規定する除外規

定に該当する場合及びサービス・特典の内容が本事業の趣旨にそぐわないと認める場合を除き、協

賛を認め、協賛店に協賛店ステッカーを交付する。 

３ 協賛店は、パスポートの提示を受けた場合、前条第４項に該当する場合を除き、そのサービス・

特典を提供しなければならない。 

４ 協賛店は、協賛店ステッカーの取扱い及びサービス・特典の内容の周知に関し、次の各号について

留意しなければならない。 

(１) 協賛店ステッカーは、利用者が見やすい場所・位置に掲示すること。 

(２) 利用者に分かりやすいよう、サービス・特典の内容を任意の方法により、店舗内等に掲示する

よう努めること。 

(３) サービス・特典の内容を変更したときは、速やかに店舗内等の掲示内容を変更すること。 

(４) 協賛を中止したときは、中止の日以後、ロゴマークや協賛店ステッカーを使用・掲示しないこ

と。 

５ 協賛店と利用対象者の間における本事業に関しての紛争に対し、協賛店は、誠意をもって対処し

なければならない。また、県は、この紛争に対し、何らの責務も負わない。 

 

（協賛店の登録内容の変更等） 

第７条 協賛店が、登録内容を変更しようとするときは、「変更届出書（かがわ結婚応援パスポート

comete）」（第２号様式）、「香川県電子申請・届出システム」又は本事業公式ホームページ入力

フォームにより、概ね１か月前までに、県へ届け出なければならない。 
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２ 県は、前項の規定による届出を受けたサービス・特典の内容が本事業の趣旨にそぐわないと判断

したときは、協賛店と協議の上、その変更を求めることができる。 

３ 県は、協賛店が前項の規定によるサービス・特典の内容の変更に応じないとき、又は無断でサー

ビス・特典の内容を変更したときは、協賛を取り消すことができる。 

 

（協賛店の中止の手続等） 

第８条 協賛店は、協賛を中止しようとするときは、「中止届出書（かがわ結婚応援パスポートcomete

）」（第３号様式）又は「香川県電子申請・届出システム」により、概ね１か月前までに、県へ届け

出なければならない。 

 

（事業の管理） 

第９条 県は、本事業が円滑に進むように努めるとともに、次の権限を有し、管理できるものとする。 

(１) 本事業全般の運営、その見直し及び本要綱の改訂 

(２) 法令違反などにより、本事業の協賛店として不適当と判断した場合、協賛を中止すること。 

２ 県は、協賛店についての名称、所在地及びサービス・特典の内容等を取りまとめ、本事業公式ホー

ムページ等により広く県民に周知するものとする。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、当事業の実施に必要な事項は、別途定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年11月22日から施行する。 


